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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置の記録手段に記録された画像データを、前記画像処理装置に接続された画
像蓄積装置の蓄積手段に転送して蓄積する画像蓄積システムにおいて、
　前記画像蓄積装置に接続された第１の表示手段の状態を検出する検出手段と、
　前記画像蓄積装置に画像データを蓄積する際の操作方式を設定する設定手段とを有し、
　前記設定手段は、
　前記検出手段において、前記第１表示手段が前記画像処理装置から転送される画像デー
タを表示することができない状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前
記記録手段に記録された画像データを前記画像処理装置が有する第２表示手段に表示し、
前記第２の表示手段に表示された画像データを前記画像処理装置が有する操作部の操作に
応じて転送して前記画像蓄積装置の蓄積手段に蓄積する第一の操作方式に設定し、
　前記検出手段において、前記第１の表示手段が前記画像処理装置から転送される画像デ
ータを表示することができる状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前
記画像蓄積装置が前記画像処理装置から転送された画像データを前記第１の表示手段に表
示し、前記第１の表示手段に表示された画像データを前記画像蓄積装置が有する操作部の
操作に応じて前記蓄積手段に蓄積する第二の操作方式に設定する、ことを特徴とする画像
蓄積システム。
【請求項２】
　画像処理装置及び表示装置と接続する画像蓄積装置であって、
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　前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表示することができる状
態か否かを検出する検出手段と、
　前記画像蓄積装置に画像データを蓄積する際の操作方式を設定する設定手段とを有し、
　前記設定手段は、
　前記検出手段により、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表
示することができない状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前記画像
処理装置に記憶された画像データを前記画像処理装置の表示部に表示させ、前記表示部に
表示された画像データを前記画像処理装置の操作部の操作に応じて前記画像蓄積装置に転
送して蓄積する第一の操作方式に設定し、
　前記検出手段により、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表
示することができる状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前記画像処
理装置から転送された画像データを前記表示装置に表示させ、前記表示装置に表示された
画像データを前記画像蓄積装置の操作部の操作に応じて前記画像蓄積装置に蓄積する第二
の操作方式に設定する、ことを特徴とする画像蓄積装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、
　前記検出手段が、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表示す
ることができない状態にあることを検出した場合には、前記操作方式を前記第一の操作方
式に設定する制御コマンドを前記画像処理装置に送信し、
　前記検出手段が、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表示す
ることができる状態にあることを検出した場合には、前記操作方式を前記第二の操作方式
に設定する制御コマンドを前記画像処理装置に送信する、ことを特徴とする請求項２に記
載の画像蓄積装置。
【請求項４】
　前記第二の操作方式に設定する制御コマンドは、前記画像処理装置の前記操作部及び前
記表示部の動作を停止させるコマンドである、ことを特徴とする請求項３に記載の画像蓄
積装置。
【請求項５】
　前記表示装置は、前記画像蓄積装置と一体であることを特徴とする請求項２乃至４のい
ずれか１項に記載の画像蓄積装置。
【請求項６】
　前記画像処理装置は、被写体を撮像して前記画像データを得る撮像手段を有する撮像装
置であることを特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の画像蓄積装置。
【請求項７】
　前記表示装置は、テレビジョン信号を受信し、前記受信したテレビジョン信号に基づく
映像を表示することが可能な表示装置であって、
　前記検出手段は、前記表示装置が前記受信したテレビジョン信号に基づく映像を表示し
ている場合には、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表示する
ことができない状態にあること検出することを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項
に記載の画像蓄積装置。
【請求項８】
　画像処理装置及び表示装置と接続する画像蓄積装置の制御方法であって、
　前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表示することができる状
態か否かを検出手段が検出する検出工程と、
　前記画像蓄積装置に画像データを蓄積する際の操作方式を設定手段が設定する設定工程
とを有し、
　前記設定手段は前記設定工程において、
　前記検出工程により、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表
示することができない状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前記画像
処理装置に記憶された画像データを前記画像処理装置の表示部に表示させ、前記表示部に
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表示された画像データを前記画像処理装置の操作部の操作に応じて前記画像蓄積装置に転
送して蓄積する第一の操作方式に設定し、
　前記検出工程により、前記表示装置が前記画像処理装置から転送される画像データを表
示することができる状態にあることが検出された場合には、前記操作方式を、前記画像処
理装置から転送された画像データを前記表示装置に表示させ、前記表示装置に表示された
画像データを前記画像蓄積装置の操作部の操作に応じて前記画像蓄積装置に蓄積する第二
の操作方式に設定する、ことを特徴とする画像蓄積装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項８記載の画像蓄積装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置で撮影した画像データを画像蓄積装置に記憶することが可能な画像
蓄積システム、画像蓄積装置、画像蓄積装置の制御方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、デジタルカメラとコンピュータ等の情報処理装置をケーブル等で接続し、デ
ジタルカメラの記憶媒体に記録されている画像データをコンピュータに転送するシステム
が考案、製品化されている。転送された画像データは情報処理装置の記憶媒体に保存され
、各種アプリケーションを用いることで画像データの確認や編集が可能である。
【０００３】
　またコンピュータの操作が不慣れなユーザのために、画像データの蓄積に特化した画像
蓄積装置とデジタルカメラをケーブル等で接続し、デジタルカメラの記録媒体に記録され
ている画像データをＰＣなどに転送するシステムも提案されている。
【０００４】
　このようなシステムにおいては、画像データがＰＣのディスプレイに表示され、ユーザ
は表示された画像データをキーボードやマウスで選択することにより画像データをＰＣに
保存していた。また最近では、ＰＣのディスプレイの代わりにテレビに画像データを表示
し、テレビに接続もしくは内蔵された記憶装置などに画像データを保存する技術も知られ
ている。この場合は、ユーザはテレビの操作部もしくは記憶装置の操作部を用いて画像デ
ータの保存を指示する。
【０００５】
　また、撮像装置で撮像した画像データと、撮像装置の操作部を操作し、指示された制御
コマンドを通信回線を介して接続した外部画像処理装置に転送することも提案されている
。この場合、外部画像処理装置が、転送された制御コマンドに基づいて転送された画像デ
ータの処理を行う（例えば、特許文献１）。このようなシステムでは、外部画像処理装置
に転送した画像データの制御方法を、撮像装置から指示することが可能である。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１３５３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、撮像装置を操作して画像データの転送に関する処理を行う場合を考える
と、撮像装置の表示部は一般的に小さく、さらに操作部材も少ないため、ユーザの操作が
困難である。一方、記憶装置やテレビなどの操作部を操作して画像データの保存に関する
操作を行う場合、大きな画面で画像データを確認することができる。しかしながら、表示
装置の表示がオフの場合や、表示装置にテレビ番組が表示されている場合、ユーザは画像
データを確認することができない。
【０００８】
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　本発明の目的は、画像蓄積装置に画像処理装置の画像データを転送し、蓄積する場合に
、表示装置の状態に合わせてユーザの操作しやすい操作方法を設定することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明の実施形態に係る画像蓄積システムは、画像処理装
置の記録手段に記録された画像データを、画像処理装置に接続された画像蓄積装置の蓄積
手段に転送して蓄積する画像蓄積システムにおいて、画像蓄積装置に接続された第１の表
示手段の状態を検出する検出手段と、画像蓄積装置に画像データを蓄積する際の操作方式
を設定する設定手段とを有し、設定手段は、検出手段において、第１表示手段が画像処理
装置から転送される画像データを表示することができない状態にあることが検出された場
合には、操作方式を、記録手段に記録された画像データを画像処理装置が有する第２表示
手段に表示し、第２の表示手段に表示された画像データを画像処理装置が有する操作部の
操作に応じて転送して画像蓄積装置の蓄積手段に蓄積する第一の操作方式に設定し、検出
手段において、第１の表示手段が画像処理装置から転送される画像データを表示すること
ができる状態にあることが検出された場合には、操作方式を、画像蓄積装置が画像処理装
置から転送された画像データを第１の表示手段に表示し、第１の表示手段に表示された画
像データを画像蓄積装置が有する操作部の操作に応じて前記蓄積手段に蓄積する第二の操
作方式に設定する、ことを特徴とする。
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明の実施形態に係る画像蓄積装置は、画像処理装置及
び表示装置と接続する画像蓄積装置であって、表示装置が画像処理装置から転送される画
像データを表示することができる状態か否かを検出する検出手段と、画像蓄積装置に画像
データを蓄積する際の操作方式を設定する設定手段とを有し、設定手段は、検出手段によ
り、表示装置が画像処理装置から転送される画像データを表示することができない状態に
あることが検出された場合には、操作方式を、画像処理装置に記憶された画像データを画
像処理装置の表示部に表示させ、表示部に表示された画像データを画像処理装置の操作部
の操作に応じて画像蓄積装置に転送して蓄積する第一の操作方式に設定し、検出手段によ
り、表示装置が画像処理装置から転送される画像データを表示することができる状態にあ
ることが検出された場合には、操作方式を、画像処理装置から転送された画像データを表
示装置に表示させ、表示装置に表示された画像データを画像蓄積装置の操作部の操作に応
じて画像蓄積装置に蓄積する第二の操作方式に設定する、ことを特徴とする。
【００１１】
　上記の課題を解決するため、本発明の実施形態に係る画像蓄積装置の制御方法は、画像
処理装置及び表示装置と接続する画像蓄積装置の制御方法であって、表示装置が画像処理
装置から転送される画像データを表示することができる状態か否かを検出手段が検出する
検出工程と、画像蓄積装置に画像データを蓄積する際の操作方式を設定手段が設定する設
定工程とを有し、設定手段は設定工程において、検出工程により、表示装置が画像処理装
置から転送される画像データを表示することができない状態にあることが検出された場合
には、操作方式を、画像処理装置に記憶された画像データを画像処理装置の表示部に表示
させ、表示部に表示された画像データを画像処理装置の操作部の操作に応じて画像蓄積装
置に転送して蓄積する第一の操作方式に設定し、検出工程により、表示装置が画像処理装
置から転送される画像データを表示することができる状態にあることが検出された場合に
は、操作方式を、画像処理装置から転送された画像データを表示装置に表示させ、表示装
置に表示された画像データを画像蓄積装置の操作部の操作に応じて画像蓄積装置に蓄積す
る第二の操作方式に設定する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表示装置の状態に応じて、ユーザに最適な操作方法が設定されるため
、ユーザは容易な操作で画像データを記憶する指示を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　以下、本発明の実施形態１に係る画像蓄積システムについて、添付した図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００１４】
　＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態１に係る画像蓄積システムのシステム構成を示す図である。
図１において、本発明の画像蓄積システムの実施形態１に係る画像蓄積システムは、画像
蓄積装置１００、撮像装置２００、及び表示装置３００が相互に接続されて構成される。
【００１５】
　尚、画像蓄積装置１００としては、フォトストレージ、デジタルビデオレコーダ等の映
像装置であって、蓄積部を備える映像装置が使用可能である。また、撮像装置２００とし
ては、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ等の記録部を備えた撮像装置が使用可能で
ある。本実施形態では撮像装置を用いたが、撮像装置以外にも、フォトビューアや携帯電
話といった画像処理装置を用いることが可能である。さらに、表示装置３００としては、
ＣＲＴ、プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイからなる所謂モニタ、テレビジョン受
信機等を使用することが可能である。画像蓄積装置１００、撮像装置２００、及び表示装
置３００の詳細な構成については、順次、図を参照して後述する。
【００１６】
　図１に示す本実施形態１において、画像蓄積装置１００は、所謂複数の映像装置の１つ
であるデジタルビデオレコーダであってもよい。そして、画像蓄積装置１００の映像出力
部１０４と表示装置３００は、有線の映像ケーブルにより接続される。そして、映像信号
だけでなく音声信号及び制御信号を送受信することが可能である。現在、高画質化が進み
、最も一般的なのは、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）での接続形態
である。
【００１７】
　撮像装置２００における通信部２０１と画像蓄積装置１００の通信部１０２とは、有線
の通信ケーブルにより接続されて通信を確立し、画像データ及び制御コマンドを送信及び
受信することが可能である。現在最も一般的なのが、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）で
の接続形態である。
【００１８】
　図１においては、撮像装置２００の記録部２０５に記録され、保存されている画像デー
タを画像蓄積装置１００に転送し、画像蓄積装置１００の蓄積部１０３に蓄積し、保存す
ることが可能である。尚、撮像装置２００は、記録部２０５の他に撮像部２０３、表示部
２０４及び撮像装置２００の全体を制御する制御部２０２を有するが、その詳細は後述す
る。
【００１９】
　また本実施形態において、表示装置３００は、ＶＨＦテレビジョン放送信号、ＵＨＦテ
レビジョン放送信号、地上波デジタル放送信号、ＢＳデジタル放送信号、ＣＳ放送信号を
受信し選択的に表示することが可能であるテレビ受信機を使用している。したがって、表
示装置３００は、良く知られているように、デジタルビデオレコーダのような映像信号の
出力が可能な映像装置を複数台接続し、入力された複数の映像信号から１つを選んで選択
的に表示することも可能である。
【００２０】
　図１においては、画像蓄積装置１００の蓄積部１０３に保存されている画像データを確
認するためのグラフィカルユーザインタフェース（以下ＧＵＩとする）である映像信号を
制御部１０１が生成し、映像出力部１０４を介して表示装置３００に入力する。これによ
り、ユーザは画像蓄積装置１００の操作部の操作により蓄積部１０３に蓄積され、保存さ
れている画像データを確認することが可能である。
【００２１】
　また、撮像装置２００は、記録され、保存されている画像データを画像蓄積装置１００
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に転送する。そして画像蓄積装置１００の蓄積部１０３に蓄積するためのＧＵＩである映
像信号を制御部１０１が生成し、映像出力部１０４を介して接続した表示装置３００に出
力する。これにより、ユーザは画像蓄積装置１００の操作部の操作により、撮像装置２０
０に記録され、保存されている画像データを蓄積部１０３に転送して蓄積することが可能
である。
【００２２】
　画像蓄積装置１００の検出部１０６は、映像出力部１０４が出力した映像信号が表示装
置３００に表示されているか検出する。検出部１０６は、画像蓄積装置１００が表示装置
３００と接続しているのか、また接続していても表示装置３００の電源がＯＮで表示可能
な状態なのかを検出する。また、表示可能な状態だとしても映像出力部１０４が出力した
映像信号が表示装置３００に表示されているのか、または、撮像装置２００から転送され
る画像データをみることができるかを調べるために、表示装置３００の表示状態を検出す
る。
【００２３】
　検出部１０６は、映像出力部１０４の電気的な状態から、表示装置３００が接続されて
いるのか、また表示装置３００の電源が入っており表示可能な状態なのか検出することが
可能である。また本実施形態１では、画像蓄積装置１００と表示装置３００とが映像信号
だけでなく音声信号、及び制御信号を送受信することが可能である。そのため、検出部１
０６は、映像出力部１０４を介して表示装置３００に問い合わせることにより、表示装置
３００の表示状態を取得する。
【００２４】
　すなわち、表示装置３００が転送された画像データを表示可能か否かを示す表示状態に
関する情報を取得する。この表示状態を取得する処理については後述する。
【００２５】
　上述のように、画像蓄積装置１００の制御部１０１は、画像蓄積装置１００が具備する
操作部の操作、通信部１０２による画像データ及び制御コマンドの送信及び受信を処理す
る。また映像出力部１０４を介して接続した表示装置３００に表示するためのＧＵＩであ
る映像信号を生成する。また、制御部１０１は、映像出力部１０４の状態を検出する検出
部１０６を制御する。また、画像蓄積装置１００は操作部１０５を備える。
【００２６】
　次に、本実施形態における画像蓄積装置１００の具体的な構成について、図２に図示さ
れた画像蓄積装置１００のハードウェア構成を示すブロック図を用いて説明する。尚、図
１と共通な部分に関しては、同じ参照符号を使用するが、その他については、対応関係を
説明する。
【００２７】
　すなわち、画像蓄積装置１００は、ＣＰＵ１２０、ＲＡＭ１２１、及びＲＯＭ１２２を
備える。これらは、例えば、図１の制御部１０１に相当する。さらに、画像蓄積装置１０
０は、ＨＤＤ１２３、入力機器Ｉ／Ｆ１２４、検出部１０６、映像出力部１０４、撮像装
置Ｉ／Ｆ１２６、ネットワークＩ／Ｆ１２６、システムバス１２７を備える。この場合、
ＨＤＤ１２３は、図１の蓄積部１０３に相当し、画像データを蓄積し、また撮像装置Ｉ／
Ｆ１２５は、通信部１０２に相当する。
【００２８】
　また、画像蓄積装置１００は、入力機器Ｉ／Ｆ１２４に接続された、操作部１０５を構
成するリモコン１２８、キーボード及びマウス１２９を備える。そして、映像出力部１０
４を介して表示装置３００と接続され、また、撮像装置Ｉ／Ｆ１２５を介して撮像装置２
００と接続される。
【００２９】
　ＣＰＵ１２０は、制御部１０１として、ＲＡＭ１２１上のプログラムを実行することで
画像蓄積装置１００の全体の動作を制御し、プログラムデータが指示する処理を行う。Ｒ
ＡＭ１２１は、ＣＰＵ１２０の動作に必要な作業メモリとして使用される。ＲＯＭ１２２
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は、ＣＰＵ１２０に必要な命令やデータを格納する。
【００３０】
　ＨＤＤ１２３は、図１に示した画像蓄積システムを実現するプログラムデータ自体を格
納すると共に、画像蓄積システムを実現するために、外部の映像装置の画像データの蓄積
や、撮像装置２００から転送された画像データの蓄積も行う。この場合、図１に示した画
像蓄積システムを実現するプログラムデータは、ＲＯＭ１２２に格納されていてもよい。
【００３１】
　入力機器Ｉ／Ｆ１２４は、画像蓄積装置１００が備えるキーボード及びマウス１２９、
リモコン１２８等の操作部１０５からの入力を処理するものである。
【００３２】
　映像出力部１０４は、表示装置３００とのインタフェースであり、表示装置３００と映
像信号、音声信号、及び制御信号を送信し、受信する制御回路によって構成される。画像
蓄積装置１００のＧＵＩは、ＣＰＵ１２０で生成され、映像出力部１０４を介して表示装
置３００に表示される。そして、その操作は入力機器Ｉ／Ｆ１２４を介して接続されるリ
モコン１２８、キーボード及びマウス１２９等の操作部１０５を用いて行う。
【００３３】
　撮像装置Ｉ／Ｆ１２５は、撮像装置２００とのインタフェースであり、撮像装置２００
と接続し、撮影した画像データ及び撮影条件等の情報を送信し、受信することが可能であ
る。さらに、後から説明する操作モードによっては、撮像装置２００の制御、及び撮像装
置２００を経由した画像蓄積装置１００の制御に使用される。
【００３４】
　そのためユーザは、画像蓄積装置１００を、撮像装置Ｉ／Ｆ１２５を介して撮像装置２
００と接続する。そして操作部１０５を操作して撮像装置２００を制御する制御コマンド
を撮像装置２００に転送し、撮像装置２００に記録した画像データを転送する等のための
各種の処理を行うことが可能である。
【００３５】
　操作部１０５は、画像蓄積装置１００で蓄積されている画像データを表示装置３００に
表示し、確認する処理を可能とする操作を受け付ける。また撮像装置Ｉ／Ｆ１２５を介し
て接続した撮像装置２００で記録され、保持されている画像データを、画像蓄積装置１０
０に転送する操作を行い、転送した画像データを表示装置３００に確認のために表示する
ことが可能である。ユーザは表示装置３００に表示された画像を確認し、所望のデータを
ＨＤＤ１２３、すなわち蓄積部１０３に蓄積するよう指示することが可能である。
【００３６】
　また逆に、画像蓄積装置１００が、ＨＤＤ１２３に蓄積されている画像データを撮像装
置２００に転送し、転送した画像データを撮像装置２００の表示部２０４に表示し、記録
部２０５または記録媒体に保存することが可能である。
【００３７】
　ネットワークＩ／Ｆ１２６は、ネットワーク５００に接続するための通信制御を処理す
るが、環境に応じてさまざまな通信インタフェースが利用可能である。アクセス網に直接
接続する場合は各種モデムやターミナルアダプタなどで構成される。また、外部装置のＡ
ＤＳＬモデムやケーブルモデムに接続する場合はイーサネット（登録商標）インタフェー
スで構成される。
【００３８】
　画像蓄積装置１００は、ネットワーク５００を介して他の情報処理装置と接続し、さら
に撮像装置２００と接続し、画像蓄積装置１００で蓄積している画像データを他の情報処
理装置に転送する場合もありうる。さらに、他の情報処理装置や、他の撮像装置２００と
接続し、他の情報処理装置または撮像装置２００で記録されている画像データを受信する
場合に利用されるが、本実施の形態ではネットワーク５００の利用については詳述しない
。
【００３９】
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　次に、本実施形態に使用可能な撮像装置２００の概略的な構成について、図３に図示さ
れた撮像装置２００のハードウェア構成を示すブロック図を用いて説明する。尚、図１と
共通な部分に関しては、同じ参照符号を使用するが、その他については、対応関係を説明
する。
【００４０】
　撮像装置２００は、ＣＰＵ２１０、ＲＡＭ２１１及びＲＯＭ２１２を備える。これらは
、例えば、図１の制御部２０２に相当する。撮像装置２００は、さらに、撮像部２０３、
画像処理部２１３、操作部２０６、表示部２０４、外部装置Ｉ／Ｆ２１５、記録媒体Ｉ／
Ｆ２１６、記録媒体２１７、システムバス２１８を備える。ここで、記録媒体Ｉ／Ｆ２１
６と記録媒体２１７が、図１の記録部２０５に相当し、外部装置Ｉ／Ｆ２１５が、通信部
２０１に相当する。
【００４１】
　ＣＰＵ２１０は、制御部２０２としてＲＡＭ２１１上のプログラムを実行することで、
撮像装置２００全体の制御に加え、プログラムデータが指示する処理を行う。ＲＡＭ２１
１は、さらにＣＰＵ２１０の動作に必要な作業メモリとして使用される。また、ＲＯＭ２
１２は、ＣＰＵ２１０に必要な命令やデータを格納する。
【００４２】
　撮像部２０３は、レンズを用いた光学系、ＣＣＤ等の撮像素子及び画像処理の回路から
なる。そして被写体の光学像を映像信号に変換し、画像処理部２１３に出力する。画像処
理部２１３は、撮像部２０３から得られた映像信号に対し所定の信号処理を施し、画像デ
ータを所定の圧縮方式で画像データを圧縮する。
【００４３】
　操作部２０６は、ユーザが各種の撮影条件の設定や、撮影の動作を行うために操作する
ボタン、十字キー及びダイヤル等から構成される操作部である。表示部２０４は、電子ビ
ューファインダ画像の表示、撮影した画像の再生表示、及び各種の撮影の条件の設定など
の操作メニューの表示に使用されるＬＣＤ等の表示装置である。
【００４４】
　外部装置Ｉ／Ｆ２１５は、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置、他の撮像装置、
プリンタ等の通信手段を備えた外部装置と接続し、撮影する画像及び撮影条件等の情報を
送受信可能である。しかしながら、本実施形態では、外部装置Ｉ／Ｆ２１５を、図１の通
信部２０１とし、撮像装置２００を画像蓄積装置１００と接続して相互の通信を実行する
。
【００４５】
　次に、本実施形態１における表示装置３００の機能構成について、図４に図示された表
示装置３００の機能構成を示すブロック図を用いて説明する。この例においては、表示装
置３００はテレビ受信機として構成されている。すなわち、表示装置３００は、テレビ放
送受信部３０１、制御部３０２、映像処理部３０３、表示部３０４、音声処理部３０５、
スピーカ３０６、赤外線受信部３０７、リモコン解析部３０８、通信部３０９、映像入力
部３１０から構成される。
【００４６】
　テレビ放送受信部３０１は、例えばＶＨＦテレビジョン放送信号、ＵＨＦテレビジョン
放送信号、地上波デジタル放送信号、ＢＳデジタル放送信号、ＣＳ放送信号の受信用チュ
ーナである。そして、それぞれ選択された放送チャンネルに応じた放送番組の番組データ
を受信し制御部３０２に送る。制御部３０２は、それぞれの番組データに含まれる映像信
号を映像処理部３０３に送り、番組データに含まれる音声信号を音声処理部３０５に送る
。
【００４７】
　通信部３０９はインターネットなどの通信網と接続され、通信網からの情報を受信する
とともに、情報を送信することも可能である。受信した情報は制御部３０２に送出され、
例えばＨＴＭＬのような表示情報を受信した場合、制御部３０２は表示情報を解析し、映
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像情報を生成して映像処理部３０３に入力する。これにより表示装置３００がブラウザと
なり、インターネットのホームページを閲覧、またはネットワーク上の映像コンテンツを
閲覧することが可能となる。
【００４８】
　映像入力部３１０は、例えばデジタルビデオレコーダのように映像信号の出力が可能な
外部の映像装置６００が複数台接続され、複数台の外部の映像装置６００から送出された
映像信号を選択的に入力し、制御部３０２に送る。尚本実施形態の場合には、画像蓄積装
置１００の映像出力部１０４の出力が、表示装置３００の映像入力部３１０にも接続され
ている。
【００４９】
　映像処理部３０３は、入力された映像信号を表示部３０４に表示するための映像処理を
行い、リモコンによる操作があれば、その操作に応じて表示装置３００の設定画面や情報
を表示する処理を行う。音声処理部３０５は、受け取った音声信号をスピーカ３０６から
出力するための音声処理を行う。
【００５０】
　赤外線受信部３０７は、図示しないリモコン装置からの赤外線を受光して所定の電気信
号に変換し、得られた電気信号をリモコン解析部３０８へ入力する。リモコン解析部３０
８は、赤外線受信部３０７から入力された電気信号を解析し、リモコン装置から入力され
たリモコンコード信号を解析し、解析したリモコンコード信号を制御部３０２へ送出する
。
【００５１】
　制御部３０２は入力されたリモコンコード信号に従って表示装置の制御を行い、例えば
リモコンコード信号が放送チャンネルの切り替えであった場合には、テレビ放送受信部３
０１の制御を行い、受信する放送チャンネルの切り替えを行う。また例えばリモコンコー
ド信号が映像入力部３１０に入力された映像信号への切り替えであった場合には、映像入
力部３１０の制御を行い、入力する映像信号の切り替えを行う。これにより複数の外部の
映像装置６００と接続し、さらに、画像蓄積装置１００にも接続し、ユーザが希望する外
部の映像装置が出力する映像を表示部３０４に表示することが可能である。
【００５２】
　以上説明した、画像蓄積装置１００、撮像装置２００及び表示装置３００で構成される
画像蓄積システムの接続関係は、１例であって、本実施形態を実行するには、その他各種
の接続形態が可能である。
【００５３】
　次に、本実施形態における表示装置３００の表示状態を検出する処理の手順について、
図５に図示された処理の手順を示すフローチャートを用いて説明する。
【００５４】
　図５において、処理の開始後のステップＳ５１で、画像蓄積装置１００の検出部１０６
は、表示装置３００の表示の状態を検出する。そのため、画像蓄積装置１００の制御部１
０１は、検出部１０６を制御して表示装置３００の表示状態の検出処理を開始する。
【００５５】
　まずにステップＳ５２では、検出部１０６は画像蓄積装置１００が表示装置３００と正
しく接続しているのか否かを、映像出力部１０４の電気的な状態から判断する。この際、
表示装置３００と正しく接続していると判断した場合にはステップＳ５３に進み、接続し
ていない、または判断が出来ないとした場合にはステップＳ５４に進む。
【００５６】
　正しい接続が確認できると、次にステップＳ５３においては、検出部１０６は表示装置
３００が動作して転送する画像データの表示が可能な状態なのか否かを、映像出力部１０
４の電気的な状態から判断する。
なお、表示可能な状態とは、例えば表示部３０４の表示がオンである場合や、表示部３０
４が外部機器から送信された画像を表示するモードにある場合などをいう。一方、表示可
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能でない状態とは、例えば表示部３０４の表示がオフの場合や、表示はオンだが、テレビ
ジョン信号に基づく映像を表示するモードにある場合などをいう。
【００５７】
　また本実施形態では、画像蓄積装置１００と表示装置３００とが映像信号だけでなく音
声信号、及び制御信号を送受信することが可能である。そのため検出部１０６は、映像出
力部１０４を介して表示可能な状態か問い合わせる制御信号を送信し、その結果を制御信
号として受信することで判断してもよい。
【００５８】
　この際、表示装置３００が動作していて転送する画像データの表示が可能な状態と判断
した場合にはステップＳ５６に進み、動作していても表示が可能な状態でない、又はその
判断が出来ないとした場合にはステップＳ５５に進む。
【００５９】
　ステップＳ６０では、画像蓄積装置１００は、撮像装置２００で保持されている画像デ
ータを、撮像装置２００の通信部２０１を介して取得し、ＲＡＭ１２１に記憶する。そし
て制御部１０１は、第二の操作方式を有効にする処理を行う。この第二の操作方式は、表
示装置３００に画像データを表示し、画像データに対する処理の指示は画像蓄積装置側の
操作部で行う操作方式である。詳細は後述する。
【００６０】
　ステップＳ５４及びＳ５５の処理のいずれかで、それぞれのステップでの判断が正当と
された場合には、ステップＳ５７に進み、いずれの判断が正当か否か確認できなかった場
合には、ステップＳ５８に進む。例えば表示装置によっては、画像蓄積装置１００が接続
状態を検知できない場合や、画像データが表示可能か否かを判断できない場合がある。こ
のような場合はステップＳ５８に進む。
【００６１】
　ステップＳ５７では、第一の操作方式を有効にする処理を制御部１０１が行う。この第
一の操作方式は、撮像装置２００の表示部２０４に画像データを表示し、画像データに対
する処理の指示は撮像装置２００の操作部２０６で行う操作方式である。詳細は後述する
。
【００６２】
　一方、ステップＳ５８では、画像蓄積装置１００がユーザに操作方式を選択させる。選
択の方法として、ユーザがリモコン装置などを用いて選択する方法がある。ステップＳ６
１においてユーザが第二の操作方式を選択したと判断すればステップＳ５６に進み、第一
の操作方式を選択したと判断すればステップＳ５７に進む。各ステップＳ５６及びＳ５７
が終了すれば、ステップＳ５９に進み、各設定を解除して終了となる。このように、画像
蓄積装置１００が表示装置３００の表示状態を判断できる場合は画像蓄積装置１００が操
作方式を自動的に決定し、表示状態を判断できない場合にはユーザの選択に応じて操作方
式を決定する。このようにすることで、ユーザにとって最適な操作方式を提供するにあた
り、柔軟に対応することが可能となる。
【００６３】
　次に、図５のステップＳ５７において第一の操作方式を有効にする場合の処理を、図６
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００６４】
　処理の開始後、ステップＳ６０１において、図１の画像蓄積装置１００の制御部１０１
は第一の操作方式を有効にするため、画像蓄積装置１００の通信部１０２を介して撮像装
置２００の通信部２０１に第一の操作方式を有効にする制御コマンドを送信する。
【００６５】
　次に、ステップＳ６０２に進み、撮像装置２００の通信部２０１が前記の制御コマンド
を受信すると、撮像装置２００のＣＰＵ２１０は、撮像装置２００が既に第一の操作方式
であるか確認する。
【００６６】
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　ここで、撮像装置２００が、第一の操作方式であればステップＳ６０６へ進む。しかし
撮像装置２００が、第一の操作方式でなければ、ステップＳ６０３に進む。そして撮像装
置２００のＣＰＵ２１０は、撮像部２０３の動作を停止させるとともに、ステップＳ６０
４、Ｓ６０５で表示部２０４及び操作部２０６の動作を開始させる。このようにして、第
一の操作方式へ変更を行う。
【００６７】
　この操作方式の変更の結果は、ステップＳ６０６で、撮像装置２００の通信部２０１か
ら画像蓄積装置１００の通信部１０２に制御コマンドとして送信される。
【００６８】
　次に、ステップＳ６０７で、画像蓄積装置１００の制御部１０１は、画像蓄積装置１０
０の入力機器Ｉ／Ｆ１２４を停止することにより、リモコン１２８とキーボード及びマウ
ス１２９等の操作部１０５からの操作を無効とする。
【００６９】
　次に、ステップＳ６０８に進み、第一の操作方式による処理を開始する。つまり、撮像
装置２００は表示部２０４に画像を表示し、ユーザの操作を受け付ける。ユーザは表示部
２０４に表示された画像データを確認しながら、撮像装置２００の操作部２０６を操作し
、所望の画像データを選択する。選択された画像データが撮像装置２００から画像蓄積装
置１００に転送され、ＨＤＤ１２３に記憶されることで、画像蓄積装置１００は画像デー
タを取得することができる。
【００７０】
　以上の処理により、第一の操作方式の場合は画像蓄積装置１００からの操作を無効とし
、撮像装置２００からの操作が可能となる。よってユーザは、撮像装置２００の表示部２
０４を見ながら操作部２０６を操作し、撮像装置２００が記録している画像データの画像
蓄積装置１００への転送を指示することが可能である。また前述したように転送された画
像データは画像蓄積装置１００の蓄積部１０３に蓄積することも可能である。　
【００７１】
　尚、図６のフローチャートにおいて、ステップＳ６０２からステップＳ６０６までの各
ステップは、画像蓄積装置１００からの制御コマンドを受けて、撮像装置２００の制御部
２０２が実行する。
【００７２】
　次に、図５のステップＳ５６において第二の操作方式を有効にする場合の処理を、図７
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００７３】
　処理の開始後、ステップＳ７０１において、図１の画像蓄積装置１００の制御部１０１
は第二の操作方式を有効にするため、画像蓄積装置１００の通信部１０２を介して撮像装
置２００の通信部２０１に第二の操作方法を有効にする制御コマンドを送信する。
【００７４】
　次に、ステップＳ７０２に進み、撮像装置２００の通信部２０１が前記の制御コマンド
を受信すると、撮像装置２００のＣＰＵ２１０は、撮像装置２００が既に第二の操作方式
であるか確認する。
【００７５】
　ここで、撮像装置２００が、第二の操作方式であれば、ステップＳ７０６に進む。しか
し、撮像装置２００が、第二の操作方式でなければ、ステップＳ７０３に進む。そして撮
像装置２００のＣＰＵ２１０は、撮像部２０３の動作を停止させ、さらに、ステップＳ７
０４、Ｓ７０５で表示部２０４及び操作部２０６の動作も停止させる。このようにして、
第一の操作方式へ変更を行う。このように撮像装置２００の表示部２０４及び操作部２０
６の動作を停止させることにより、ユーザは撮像装置２００ではなくリモコン装置などを
用いて操作することが容易に知ることができる。
【００７６】
　この操作方式の変更の結果は、ステップＳ７０６で、撮像装置２００の通信部２０１か
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ら画像蓄積装置１００の通信部１０２に制御コマンドとして送信される。
【００７７】
　次に、ステップＳ７０７で、画像蓄積装置１００の制御部１０１は、画像蓄積装置１０
０の入力機器Ｉ／Ｆ１２４を機能させることにより、リモコン１２８とキーボード及びマ
ウス１２９等の操作部１０５の転送及び蓄積に関する操作を開始させる。
【００７８】
　次に、ステップＳ７０８において、画像蓄積装置１００の制御部１０１は、撮像装置２
００から受信した画像データを表示装置３００に送信する。表示装置３００は、受信した
画像を表示する。
　次に、ステップＳ７０９に進み、第二の操作方式による処理を開始する。ユーザは表示
装置３００に表示された画像を確認しながら、画像蓄積装置１００の操作部１０５を操作
して所望の画像を選択する。選択された画像データが、ＨＤＤ１２３に記憶されることで
、画像蓄積装置１００は画像データを取得することができる。
【００７９】
　尚、図７のフローチャートにおいて、ステップＳ７０２からステップＳ７０６までの各
ステップは、画像蓄積装置１００からの制御コマンドを受けて、撮像装置２００の制御部
２０２が実行する。
【００８０】
　以上の処理により第二の操作方式となれば、撮像装置２００からの転送の操作ができな
くなり、画像蓄積装置１００からの蓄積の操作が可能となる。
【００８１】
　本実施形態によれば、表示装置３００の状態にかかわらず、ユーザにとってよりわかり
やすい操作方法で画像データの転送を行うことができる。また同時に画像蓄積装置１００
により操作できなくすることにより、画像蓄積装置１００による映像出力が見えない状態
でリモコン１２８、マウス１２９等の操作部１０５を操作することによる、ユーザが意図
しない誤操作を防止することができる。
【００８２】
　一方、画像蓄積装置１００に転送される画像データが表示装置３００に表示されている
場合には、ユーザはその表示を見ながら画像蓄積装置１００のリモコン、キーボード及び
マウス等の操作部１０５を操作できる。したがって、撮像装置２００が保持する画像デー
タの画像蓄積装置１００への転送を指示することが可能である。また同時に撮像装置２０
０の表示部２０４及び操作部２０６を停止することにより、撮像装置２００の消費電力を
低減させより長時間動作させることができる。
【００８３】
　＜実施形態２＞
　以下、本発明を適用できる画像蓄積システムの実施形態２について図８を参照しながら
説明する。実施形態１と実施形態２には共通する部分が多いため、ここでは上述した実施
形態１との差異を中心に説明を行う。本実施形態では、実施形態１における画像蓄積装置
１００と表示装置３００が一体となって画像表示蓄積装置８００を構成し、画像表示蓄積
装置８００と、撮像装置２００とで画像蓄積システムを構成している。
【００８４】
　実施形態２においては、画像表示蓄積装置８００に含まれる画像蓄積装置１００の映像
出力部１０４が、表示装置３００の映像入力部３１０に入力される。また、撮像装置２０
０の通信部２０１は、画像蓄積装置１００の通信部１０２と接続される。
【００８５】
　実施形態２の画像表示蓄積装置８００においては、操作部１０５は、画像蓄積装置１０
０のみならず、表示装置３００も制御することが可能である。さらに、図示しないリモコ
ンからの制御信号は、表示装置３００の赤外線受信部３０７で受信され、リモコン解析部
３０８で解析されて制御部３０２に入力される。この制御信号はまた、画像蓄積装置１０
０を制御することが可能に構成される。そのため、画像蓄積装置１００の制御部１０１と
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、表示装置３００の制御部３０２は相互に接続されている。この実施形態においては、点
線で示すように、検出部１０６が映像処理部３０３と接続することも可能である。
【００８６】
　実施形態２に係る画像蓄積システムにおいても、図５乃至７のフローチャートが適用さ
れて、画像蓄積装置１００の映像出力が表示部３０４に表示されているか、検出部１０６
が判断し、第一の操作方式と第二の操作方式との変更を行うことが可能である。
【００８７】
　以上により、実施形態２に係る画像蓄積システムにおいても、画像蓄積装置１００によ
る映像出力が表示部３０４に表示されていない場合にも、ユーザは、撮像装置２００の表
示部２０４を見ながら操作部２０６を操作ができる。したがって、撮像装置２００が記録
し、保持する画像データの画像表示蓄積装置８００への転送を、画像データを確認しなが
ら指示することが可能である。
　なお図８では制御部１０１と制御部３０２という２つの制御部があるが、１つの制御部
が表示制御と記憶制御の両方を行ってもよい。
【００８８】
　＜実施形態３＞
　以下、本発明を適用できる画像蓄積システムの実施形態３について図１及び図４を参照
しながら説明する。ここでは上述した実施形態１との差異のみ説明を行う。本実施形態に
おける表示装置３００は、複数の供給源からの映像信号を同時に表示可能な機能を搭載し
ているとする。例えば表示装置３００のテレビ放送受信部３０１を複数搭載している場合
、テレビ放送のチャンネルＡとチャンネルＢを受信可能となる。さらに、この実施形態の
場合には、点線で示すように検出部１０６と映像処理部３０３を接続する必要がある。
【００８９】
　この場合、映像処理部３０３はチャンネルＡとチャンネルＢの番組データに含まれる映
像信号をデコードし、チャンネルＡによる映像とチャンネルＢによる映像を合成して表示
部３０４に表示する。この合成処理は表示部３０４を二分割してチャンネルＡとチャンネ
ルＢを同じサイズで合成する場合や、一方のチャンネルの映像を表示部３０４の全面に表
示し、その一部に他方のチャンネルの映像をオーバーレイして合成する場合もある。
【００９０】
　以上のように、複数の供給源からの映像信号を同時に表示可能である。したがって、前
述のチャンネルＡとチャンネルＢを同時に表示するパターン以外にも、表示装置３００の
映像入力部３１０と接続した外部の映像装置６００による映像信号とテレビ放送受信部３
０１のテレビ放送を同時に表示する場合もある。
【００９１】
　表示装置３００が複数の供給源からの映像信号を同時に表示可能な機能を搭載している
場合もありうる。このように本発明の実施形態３によれば、表示装置３００が、マルチ画
面の表示が可能であれば、その１つの画面を使用して、転送する画像データを確認しなが
ら、第２の操作方式での転送及び蓄積を実行することが可能となる。
【００９２】
　また、実施形態１では、画像蓄積装置１００と撮像装置２００間の通信を有線の通信手
段を例にして説明した。しかし、通信はそれに限定するものではなく、ワイヤレスＵＳＢ
やワイヤレスＬＡＮといった無線通信を用いてもよい。
【００９３】
　また、実施形態１乃至３を適宜組み合わせて利用する、あるいは一部のみを利用するこ
とも可能である。
【００９４】
　実施形態１～３の画像蓄積装置において、画像蓄積装置の映像出力回路からの映像出力
が表示装置に表示されているか検出し、表示されている場合には画像蓄積装置の操作によ
り撮像装置の画像データを画像蓄積装置に転送処理が可能となる。そして表示されていな
い場合には、撮像装置の操作により撮像装置の画像データを画像蓄積装置に転送処理が可
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能となる。
【００９５】
　これにより画像蓄積装置による映像出力が表示装置に表示されている場合には、ユーザ
はその表示を見ながら画像蓄積装置の操作部材を操作し、撮像装置が保持する画像データ
の画像蓄積装置への転送を指示することが可能である。
【００９６】
　一方、画像蓄積装置による映像出力が表示装置に表示されていない場合にも、ユーザは
撮像装置の表示装置を見ながら操作部を操作し、撮像装置が保持する画像データの画像蓄
積装置への転送を指示することが可能である。これらのことから表示装置の状態に係わら
ずユーザは画像データの転送操作がしやすい操作方法を得られる。
【００９７】
　また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給することによっても実施可能である
。すなわち本発明の目的は、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても達成
される。
【００９８】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テ
ープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００９９】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することで、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上
で稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行うこともありうる。それによ
り、本発明は、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１００】
　さらに本発明においては、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータ
に挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモ
リに書込まれて実施することも可能である。したがって、書込まれプログラムコードの指
示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の
一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含
まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の実施形態に係る画像蓄積システムのシステム構成図を示す。
【図２】本発明の実施形態に係る画像蓄積システムの画像蓄積装置のハードウェア構成を
示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像蓄積システムの撮像装置のハードウェア構成を示す
ブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る画像蓄積システムの表示装置のハードウェア構成を示す
ブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に係る画像蓄積システムの表示装置の表示状態を検出する処理
の手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係る第一の操作方式を有効にする処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の実施形態に係る第二の操作方式を有効にする処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図８】本発明の他の実施形態に係る画像蓄積システムのシステム構成図を示す。
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【符号の説明】
【０１０２】
１００　画像蓄積装置
１０１　制御部
１０２　通信部
１０３　蓄積部
１０４　映像出力部
１０５　操作部
１０６　検出部
２００　撮像装置
２０１　通信部
２０２　制御部
２０３　撮像部
２０４　表示部
２０５　記録部
２０６　操作部
３００　表示装置
８００　画像表示蓄積装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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